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○新座市重度心身障がい者福祉手当支給条例施行規則

昭和４９年１２月２８日

規則第４４号

改正 昭和５７年６月３０日規則第２５号

昭和６１年１２月２４日規則第２７号

平成５年５月３１日規則第１６号

平成１４年３月２９日規則第２４号

平成１７年３月３１日規則第２３号

（題名改称）

平成１８年９月２９日規則第２８号

平成２１年３月３１日規則第１６号

平成２２年６月３０日規則第２８号

平成２５年３月２９日規則第２８号

平成２６年３月３１日規則第１１号

平成２６年９月１９日規則第３１号

平成２９年３月３１日規則第２２号

平成２９年１２月２０日規則第４５号

令和３年３月２９日規則第１９号

注 昭和６１年１２月から改正経過を注記した。

（目的）

第１条 この規則は、新座市重度心身障がい者福祉手当支給条例（昭和４９年新

座市条例第６２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。

（昭６１規則２７・平１７規則２３・一部改正）

（施設）

第２条 条例第２条第２項第２号に規定する規則で定める施設は、次のとおりと

する。

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第３項に規定す

る指定発達支援医療機関、同法第３７条に規定する乳児院、同法第４１条に

規定する児童養護施設及び同法第４２条に規定する障がい児入所施設
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(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５条第６項に規定する療養介護を行う病院（療養介護

を行う病床に限る。）及び同条第１１項に規定する障がい者支援施設

(3) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律

第１６７号）第１１条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者

総合施設のぞみの園が設置する施設

(4) 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関並びに社会福祉法（昭和２

６年法律第４５号）第２条第３項第９号に規定する事業を行う施設であつて、

進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの

(5) 厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省令第１号）第６４９条の規定

に基づく国立保養所

(6) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項（中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律

（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第２項において準用する場合を含

む。）においてその例による場合を含む。）第３８条第１項に規定する救護

施設及び更生施設

(7) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する養護老人

ホーム及び特別養護老人ホーム

(8) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院又は診療所であつて、

法令の規定に基づく命令（命令に準じる措置を含む。）により入院し、又は

入所した者について治療等を行うもの

（平１４規則２４・全改、平１７規則２３・平１８規則２８・平２５規

則２８・平２６規則１１・平２６規則３１・平２９規則２２・令３規則

１９・一部改正）

（申請）

第３条 条例第３条第１項に規定する申請は、新座市重度心身障がい者福祉手当

受給資格認定申請書により行うものとする。

（平１４規則２４・全改、平１７規則２３・一部改正）
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（受給者台帳への登載及び通知）

第４条 条例第３条第３項の規定により受給資格の認定をした者については、新

座市重度心身障がい者福祉手当受給者台帳に登載するものとする。

２ 条例第３条第３項に規定する通知は、新座市重度心身障がい者福祉手当受給

資格認定・申請却下通知書により行うものとする。

（平１４規則２４・追加、平１７規則２３・平２９規則２２・一部改正）

（現況届）

第５条 条例第３条第３項の認定を受けた者は、毎年６月１日から同月３０日ま

での間に、現況届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認定を受

けた者の市町村民税の課税状況を確認できるときは、この限りでない。

（平１７規則２３・追加、平２２規則２８・令３規則１９・一部改正）

（届出）

第６条 条例第４条に規定する届出は、新座市重度心身障がい者福祉手当受給資

格喪失届により行うものとする。

２ 第３条の申請の内容に変更が生じたときは、新座市重度心身障がい者福祉手

当受給資格変更届により市長に届け出なければならない。

（昭６１規則２７・全改、平１４規則２４・旧第４条繰下・一部改正、

平１７規則２３・旧第５条繰下・一部改正）

（手当の支給）

第７条 条例第５条に規定する手当は、次の表に掲げる区分によつて支給する。

ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

（昭６１規則２７・一部改正、平１４規則２４・旧第５条繰下、平１７

規則２３・旧第６条繰下・一部改正、平２９規則２２・令３規則１９・

一部改正）

（委任）

第８条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の新座市重度心身障が

い者福祉手当の支給に関し必要な事項は、総合福祉部長が別に定める。

期別 期間 支給月

第１期 ４月分から９月分まで ９月

第２期 １０月分から３月分まで ３月
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（昭６１規則２７・追加、平５規則１６・一部改正、平１４規則２４・

旧第６条繰下、平１７規則２３・旧第７条繰下・一部改正、平２１規則

１６・平２９規則４５・一部改正）

附 則

１ この規則は、昭和５０年１月１日から施行する。

２ 新座市重度心身障害児児童手当支給条例施行規則（昭和４５年４月１日規則

第５号）は、廃止する。

３ この規則施行前の新座市重度心身障害児児童手当の支給については、なお従

前の例による。

附 則（昭和５７年規則第２５号）抄

（施行期日）

１ この規則は、昭和５７年７月１日から施行する。

附 則（昭和６１年規則第２７号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成５年規則第１６号）抄

（施行期日）

１ この規則は、平成５年６月１日から施行する。

附 則（平成１４年規則第２４号）

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年規則第２３号）

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年規則第２８号）抄

１ この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則（平成２１年規則第１６号）抄

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年規則第２８号）

この規則は、平成２２年７月１日から施行する。

附 則（平成２５年規則第２８号）
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この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第１条（新座市重度

心身障がい者福祉手当支給条例施行規則第２条第３号中「第５条第１２項」を「第

５条第１１項」に改める部分に限る。）及び第３条（職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する規則第１２条の４第１号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。）の規

定は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年規則第１１号）

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年規則第３１号）

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。

附 則（平成２９年規則第２２号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第４条第２項の改正

規定及び第７条にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則（平成２９年規則第４５号）抄

（施行期日）

１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。

附 則（令和３年規則第１９号）

この規則は、令和３年４月１日から施行する。


